
○三木市福祉医療費助成条例  

昭和 48 年 7 月 30 日  

条例第 33 号  

(目的 )  

第 1 条  この条例は、高齢期移行者、重度障害者 (重度障害児を含む。以下同

じ。)、高齢重度障害者、乳幼児等、母子家庭、父子家庭及び遺児に係る医療費

の一部を助成し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。  

(用語の定義 )  

第 2 条  この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め

るところによる。  

(1) 高齢期移行者  65 歳の誕生日の属する月の初日から 70 歳に達する日の属

する月の末日を経過していない者をいう。  

(2) 重度障害者とは、次のいずれかに該当する者をいう。  

ア  身体障害者福祉法施行規則 (昭和 25 年厚生省令第 15 号 )別表第 5 号に定め

る障害の程度が 1 級又は 2 級に該当する者及び児童福祉法 (昭和 22 年法律第

164 号 )第 12 条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法 (昭和 35 年法律第 37

号 )第 12 条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律 (昭和 25 年法律第 123 号 )第 6 条に規定する精神保健福祉センター

の長又は医療法 (昭和 23 年法律第 205 号 )第 1 条の 5 に規定する病院若しくは

診療所において主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的

障害者 (児 )と判定された者  

イ  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (昭和 25 年政令第 155号 )

第 6 条に定める障害程度が 1 級に該当し、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第 45 条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (以下

「重度精神障害者」という。 )。  

(3) 乳幼児等  15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日を経過していない者

(15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日を経過している者であって、学校教育

法 (昭和 22 年法律第 26 号 )第 1 条に規定する学校 (高等学校、中等教育学校 (後

期課程に限る。 )、特別支援学校 (高等部に限る。 )、大学及び高等専門学校を除

く。 )に在学しているものを含む。 )をいう。  

(4) 乳幼児等保護者  親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳幼児等を現

に監護する者をいう。  

(5) 児童  18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者又は 20

歳に達する日の属する月の末日までの間にあって規則で定める者をいう。  

(6) 母子家庭の母  母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和 39 年法律第 129 号 )
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第 6 条第 1 項に定める配偶者のない女子で、児童を監護する者をいう。  

(7) 父子家庭の父  母子及び父子並びに寡婦福祉法第 6 条第 2 項に定める配

偶者のない男子で、児童を監護する者をいう。  

(8) 遺児  規則で定める児童をいう。  

(9) 養育者  遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。  

(10) 母子家庭の児童  母子家庭の母に監護される児童をいう。  

(11) 父子家庭の児童  父子家庭の父に監護される児童をいう。  

(12) 高齢重度障害者  第 2 号の規定に該当する 65 歳以上の者をいう。  

(13) 被保険者等負担額  当該医療に要する費用の額から高齢者の医療の確保

に関する法律 (昭和 57 年法律第 80 号。以下「法」という。 )及び法第 7 条第 1

項に規定する医療保険各法 (以下「医療保険各法」という。)の規定により医療の

給付を行うもの (以下「保険者」という。)が負担すべき額 (保険者の規約、定款、

運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準

ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除

した額 (医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公

共団体 (保険者たる地方公共団体を除く。 )又は独立行政法人の負担において医

療に関する給付が行われないときに限る。 )をいう。  

(14) 所得を有しない者  その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が法の

規定による療養、保険外併用療養費に係る療養又は医療保険各法の給付が行わ

れた月の属する年度 (法の規定による療養、保険外併用療養費に係る療養又は医

療保険各法の給付が行われた月が 4 月から 6 月までの間にあっては、前年度。

以下同じ。)分の地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号 )の規定による市町村民税 (同

法第 328 条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない

者 (市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに

同法第 292 条第 1 項第 11 号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻

をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるの

を「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」

と読み替えた場合に同法第 295 条第 1 項 (第 2 号に係る部分に限る。以下この

号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び

同法第 292 条第 1 項第 12 号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻を

していない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを

「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と

読み替えた場合に同法第 295 条第 1 項の規定により当該市町村民税が課されな

いこととなる者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。 )

であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が法の規定による
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療養、保険外併用療養費に係る療養又は医療保険各法の給付が行われた月の属

する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第 313 条第 1 項に規

定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法 (昭和 40 年法律第 33 号 )第

2 条第 1 項第 22 号に規定する各種所得の金額 (同法第 35 条第 2 項に規定する

公的年金の支給を受けるものについては、同条第 4 項中「次の各号に掲げる金

額の合計額とする。ただし、当該合計額が 70 万円に満たないときは、70 万円」

とあるのは「 80 万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とす

る。 )並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。  

(15) 低所得者  市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世

帯主及びすべての世帯員が法の規定による療養、保険外併用療養費に係る療養

又は医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年 (法の規定による療養、

保険外併用療養費に係る療養又は医療保険各法の給付が行われた月が 1 月から

6 月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。 )中の公的年金等の収入

金額 (所得税法第 35 条第 2 項第 1 号に規定する公的年金等の収入金額をいう。

以下同じ。)及び法の規定による療養、保険外併用療養費に係る療養又は医療保

険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額 (地方税法第 292

条第 1 項第 13 号に規定する合計所得金額をいい、その金額が 0 を下回る場合

には、 0 とする。以下同じ。 )の合計額が 80 万円以下である者をいう。  

(16) 高齢期移行者 (区分Ⅰ ) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。 

ア  高齢期移行者であること。  

イ  医療保険各法の規定による療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養

費の支給 (家族療養費及び特別療養費に係る支給を含む。 )(以下「医療保険各法

の給付」という。)が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及

び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額

が 80 万円以下であること。  

ウ  所得を有しない者であること。  

(17) 高齢期移行者 (区分Ⅱ ) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。 

ア  高齢期移行者であること。  

イ  市町村民税世帯非課税者であること。  

ウ  医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入

金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の

合計額が 80 万円以下であること。  

エ  要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する

省令 (平成 11 年厚生省令第 58 号 )第 1 条第 2 号から第 5 号までに掲げる要介護

状態であること。  



オ  所得を有しない者でないこと。  

(18) 高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金  当該療養に要する費用

の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合 (以下「広域連合」という。)が

負担すべき額 (広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付

と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該

支給又は給付を含む。)を控除した額 (法以外の法令、条例、規則、規程等の規定

により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付が

行われないときに限る。 )をいう。  

(福祉医療費の支給 )  

第 3 条  市長は、市の区域内に住所を有する高齢期移行者、重度障害者、高齢

重度障害者、乳幼児等、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児

童並びに遺児の疾病又は負傷について、規則で定める基準及び手続に従い、当

該高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等保護者、母子家庭の

母、父子家庭の父及び養育者 (養育者がいない場合は当該遺児 )に対し福祉医療

費を支給する。ただし、重複して資格を有する者が重複して福祉医療費の支給

を受けることはできない。  

(1) 高齢期移行者の福祉医療費は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療

保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準によ

り算定した額の 100 分の 20 に相当する額 (次に掲げる高齢期移行者の区分に応

じ、それぞれに定める額を限度とする。)を一部負担金として控除した額とする。

この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるとき

は、法第 84 条の規定の例により高額療養費に相当する額を支給する。  

ア  高齢期移行者 (区分Ⅰ ) 入院以外の療養である場合にあっては 8,000 円、

入院療養である場合にあっては 15,000 円  

イ  高齢期移行者 (区分Ⅱ ) 入院以外の療養である場合にあっては 12,000 円、

入院療養である場合にあっては 35,400 円  

(2) 乳幼児等の福祉医療費は、乳幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法

の給付及び訪問看護療養費の支給が行われた場合において、当該医療に要する

費用の額から次に掲げる額を控除した額とする。  

ア  当該医療に関し、保険者が負担すべき額 (保険者の規約、定款、運営規則等

により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を

受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。 )  

イ  当該医療に関し、医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定に

より国、地方公共団体 (保険者たる国、地方公共団体を除く。)又は独立行政法人



が行う給付に相当する額  

(3) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病 (重度精神障害者は、精神疾

患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合に

おいて、被保険者等負担額に相当する額から次に掲げる額を一部負担金として

控除した額とする。  

ア  入院以外の療養である場合  規則で定める病院、診療所又は薬局 (以下「保

険医療機関等」という。 )ごとに 1 日につき 600 円 (低所得者である場合には、

400 円 )。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては 2 回を限度とす

る。  

イ  入院療養である場合  当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の

額の算定に関する基準により算定した額の 100 分の 10 に相当する額 (保険医療

機関等で連続して 3 月を超えて入院した場合にあっては、当該 3 月を超える期

間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等

においては 2,400 円 (低所得者である場合には、 1,600 円 )を限度とする。  

(4) 高齢重度障害者の福祉医療費は、高齢重度障害者の疾病 (高齢重度精神障

害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法の規定による療養に

対する給付又は支給が行われた場合において、高齢者の医療の確保に関する法

律の一部負担金に相当する額から次に掲げる額を控除した額を高齢重度障害者

医療費として支給する。  

ア  入院以外の療養である場合  保険医療機関等ごとに 1 日につき 600 円 (低

所得者である場合には、400 円 )。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等に

おいては 2 回を限度とする。  

イ  入院療養である場合  当該療養につき次の (ア )から (ウ )までの額に 100 分

の 10 を乗じて得た額 (保険医療機関等で連続して 3 月を超えて入院した場合に

あっては、当該 3 月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は同一

の月に同一の保険医療機関等においては 2,400 円 (低所得者である場合には、

1,600 円 )を限度とする。  

(ア ) 法第 71 条第 1 項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準に

より算定した額  

(イ ) 法第 76 条第 2 項第 1 号に規定する「当該療養 (食事療養及び生活療養を

除く。 )につき第 71 条第 1 項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に

関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (そ

の額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した

費用の額 )」  

(ウ ) 法第 77 条第 3 項に規定する「当該療養費 (食事療養及び生活療養を除く。)
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について算定した費用の額」  

(5) 母子家庭、父子家庭及び遺児の福祉医療費は、母子家庭の母及びその児童、

父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病又は負傷について医療保険各法の

給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次に掲げる

額を一部負担金として控除した額とする。  

ア  入院以外の療養である場合  保険医療機関等ごとに 1 日につき 800 円 (低

所得者である場合には、400 円 )。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等に

おいては 2 回を限度とする。  

イ  入院療養である場合  当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の

額の算定に関する基準により算定した額の 100 分の 10 に相当する額 (保険医療

機関等で連続して 3 月を超えて入院した場合にあっては、当該 3 月を超える期

間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等

においては 3,200 円 (低所得者である場合には、 1,600 円 )を限度とする。  

2 前項第 1 号、第 3 号及び第 5 号に定める一部負担金の額は当該被保険者等

負担額を、前項第 4 号に定める一部負担金の額は高齢者の医療の確保に関する

法律の一部負担金の額を超えることはできない。  

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、

第 1 項第 2 号から第 5 号までの規定の適用については、それぞれ別個の保険医

療機関等とみなすものとする。この場合において、第 1 項の福祉医療費の額は、

現に医療機関等に支払った額を超えることができない。  

4 第 1 項に規定する一部負担金の額について、災害その他の特別の事情によ

り支払うことが困難であると市長が認めるときは、当該一部負担金を免除する

ことができる。この場合において、当該一部負担金の免除を受けようとする者

は、当該特別の事情に該当することを証する書類を添えて市長に申請しなけれ

ばならない。  

(所得による支給制限 )  

第 4 条  福祉医療費は、次の各号に該当する場合には支給しない。ただし、特

別の理由があると認められる場合には対象とすることができる。  

(1) 高齢期移行者については、市町村民税世帯非課税者に該当しないとき又は

医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年 (医療保険各法の給付が行

われた月が 1 月から 6 月までの場合にあっては、前々年とする。)中の公的年金

等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所

得金額の合計額が 80 万円を超える額であるとき。  

(2) 重度障害者については、重度障害者及び配偶者 (婚姻の届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)並びに重度障害者の民法 (明
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治 29 年法律第 89 号 )第 877 条第 1 項に定める扶養義務者でその重度障害者の

生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度 (医

療保険各法の給付が行われた月が 4 月から 6 月までの場合にあっては、前年度 )

分の地方税法の規定による市町村民税の同法第 292 条第 1 項第 2 号に掲げる所

得割 (同法第 328 条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額 (同法

第 314 条の 7、同法附則第 5 条の 4 第 6 項、同法附則第 5 条の 4 の 2 第 6 項及

び同法附則第 7 条の 2 第 4 項の規定による控除をされるべき金額があるとき

は、当該金額を加算した額とする。以下同じ。 )の合計額が 23 万 5 千円以上で

あるとき。  

(3) 母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者 (養育者がいない場合は当該遺児 )

の前年の所得 (1 月から 6 月までの間に受けた医療に係る医療費については、

前々年の所得とする。以下同じ。)が、児童扶養手当法 (昭和 36 年法律第 238 号 )

第 9 条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額を超えるとき

(低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額以上であるとき )。 

(4) 母子家庭の母及び父子家庭の父が当該児童の生計を維持できないもので

ある場合は、その者の民法第 877 条第 1 項に定める扶養義務者で主として母子

家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計維持者の前年の

所得が、前号に規定する額以上であるとき。  

(5) 児童が、前 2 号に該当する母子家庭の母、父子家庭の父、養育者及び生計

維持者に監護又は養育されているとき。  

(6) 高齢重度障害者については、第 2 号に規定する額以上であるとき。  

(7) 第 2 号及び第 6 号に規定する所得割の額の算定に当たっては、地方税法第

318 条に規定する賦課期日において指定都市 (地方自治法 (昭和 22 年法律第 67

号 )第 252 条の 19 第 1 項の指定都市をいう。以下同じ。 )の区域内に住所を有

する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町の区域内に住所を有す

る者とみなして、所得割の額を算定するものとする。  

(8) 第 2 号及び第 6 号に規定する所得割の額の算定に当たっては、地方税法第

292 条第 1 項第 11 号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしてい

ない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻

によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替

えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第 12 号中「妻と死

別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでな

い者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であ

って、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割

の納税義務者であるときは、同法第 314 条の 2 第 1 項第 8 号に規定する額 (当
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該者が同法第 292 条第 1 項第 11 号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した

後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない

もの」と読み替えた場合に同法第 314 条の 2 第 3 項に該当する者であるとき

は、同項に規定する額 )に同法第 314 条の 3 第 1 項に規定する率を乗じて得た

額を控除するものとし、読み替えた場合に所得割非課税者であるときは、所得

割の額を 0 として算定するものとする。  

(申請 )  

第 5 条  福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、

市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費の支給

があったものとみなされるときは、この限りでない。  

(支給方法の特例 )  

第 6 条  高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等、母子家庭の

母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が、兵庫県内の保険医

療機関等で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として当該医療を受け

た者に支給すべき額の限度において、その者 (保護者及び養育者を含む。以下同

じ。)が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わ

り、当該保険医療機関等に支払うことができる。  

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医

療費の支給があったものとみなす。  

(損害賠償との調整 )  

第 7 条  市長は、高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等、母

子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が疾病又は負

傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全

部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の全部若しくは一部

に相当する額を返還させることができる。  

(受給権の保護 )  

第 8 条  福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供すること

ができない。  

(補則 )  

第 9 条  この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規

則で定める。  

附  則  

(施行期日 )  

1 この条例は、昭和 48 年 8 月 1 日から施行する。  
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(老人の医療費の助成に関する条例の廃止 )  

2 老人の医療費の助成に関する条例 (昭和 46 年条例第 18 号 )は、廃止する。  

(経過措置 )  

3 この条例の規定のうち老人に係る福祉医療費に関する部分は、この条例の

施行の日以後の老人の疾病及び負傷について適用し、同日前の老人の疾病及び

負傷については、なお従前の例による。  

(吉川町の編入に伴う経過措置 )  

4 吉川町の編入の日 (以下「編入日」という。 )前に、吉川町福祉医療費助成条

例 (昭和 60 年吉川町条例第 13 号。以下「吉川町条例」という。 )又は吉川町母

子家庭等医療費の助成に関する条例 (昭和 54 年吉川町条例第 466 号 )の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた

処分、手続その他の行為とみなす。  

5 編入日前までに吉川町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則 (昭和

54 年吉川町規則第 95 号 )第 4 条に規定する母子家庭等医療費受給者証の交付

を受けている者については、編入日以後も引き続き吉川町の区域内に住所を有

している場合に限り、編入日から平成 19 年 6 月 30 日までの間は、第 4 条第 5

号、第 6 号及び第 7 号の規定を適用しない。  

6 編入日前に吉川町の区域内に住所を有していた吉川町条例第 2 条第 3 号に

規定する乳幼児の編入日前に行われた医療の給付に関しては、この条例の規定

にかかわらず、吉川町条例の例による。  

(老人に係る所得による支給制限の経過措置 )  

7 第 4 条第 1 号の規定にかかわらず、平成 18 年 7 月 1 日から平成 20 年 6 月

30 日までの間に係る高齢者の福祉医療費については、高齢者の当該年度分の市

町村民税 (4 月から 6 月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前

年度分の市町村民税とする。)が課されている者であって地方税法等の一部を改

正する法律 (平成 17 年法律第 5 号 )附則第 6 条第 2 項若しくは第 4 項の適用を

受けていないとき又は高齢者が属する世帯の他の世帯員であって 65 歳の誕生

日の属する月の前月を経過した者について所得の額が法第 28 条第 1 項第 2 号

に規定する額以上であるときは、これを支給しない。  

(助成の特例 )  

8 平成 21 年 7 月 1 日から平成 23 年 6 月 30 日までの間 (以下「特例期間」と

いう。)、高齢者にあっては市町村民税世帯非課税者である者、幼児保護者、低

学年児保護者、高学年児保護者、重度障害者及び高齢重度障害者にあっては三

木市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 (平成 21 年三木市条例第 11 号 )

による改正前の三木市福祉医療費助成条例において福祉医療費の支給の対象と
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なる者 (第 4 条の規定により福祉医療費の支給の対象となる者を除く。 )につい

ては、第 4 条の規定にかかわらず、なお支給の対象とする。  

9 前項の規定により福祉医療費の支給の対象となる者のうち、特例期間にお

ける高齢者、低学年児、重度障害者及び高齢重度障害者の福祉医療費は、第 3

条の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。  

(1) 高齢者の福祉医療費は、高齢者の疾病又は負傷について医療保険各法の給

付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につ

き医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

の 100 分の 20 に相当する額 (入院以外の療養である場合であって、その額が

8,000 円を超えるときは 8,000 円、入院療養である場合であって、その額が

24,600 円を超えるときは 24,600 円 )を一部負担金として控除した額とする。こ

の場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、

法第 84 条の規定の例により高額療養費に相当する額を支給する。  

(2) 低学年児の福祉医療費は、低学年児の疾病又は負傷について医療保険各法

の規定による給付が行われた場合 (入院以外の療養である場合に限る。 )におい

て、被保険者等負担額に相当する額から一部負担金として保険医療機関等ごと

に 1 日につき 1,200 円を控除した額とする。ただし、同一の月に同一の保険医

療機関等においては 2 回を限度とする。  

(3) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病 (重度精神障害者は、精神疾

患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の規定による給付が行わ

れた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次に掲げる額を一部負

担金として控除した額とする。  

ア  入院以外の療養である場合  保険医療機関等ごとに 1 日につき 900 円。た

だし、同一の月に同一の保険医療機関等においては 2 回を限度とする。  

イ  入院療養である場合  当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の

額の算定に関する基準により算定した額の 100 分の 10 に相当する額 (保険医療

機関等で連続して 3 月を超えて入院した場合にあっては、当該 3 月を超える期

間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等

においては 3,600 円を限度とする。  

(4) 高齢重度障害者の福祉医療費は、高齢重度障害者の疾病 (高齢重度精神障

害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について高齢者の医療の確保に

関する法律の一部負担金から次に掲げる額を控除した額を高齢重度障害者医療

費として支給する。  

ア  入院以外の療養である場合  保険医療機関等ごとに 1 日につき 900 円。た

だし、同一の月に同一の保険医療機関等においては 2 回を限度とする。  
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イ  入院療養である場合  当該療養につき次の (ア )から (ウ )までの額に 100 分

の 10 を乗じて得た額 (保険医療機関等で連続して 3 月を超えて入院した場合に

あっては、当該 3 月を超える期間に係るものを除く。 )。ただし、この額は、同

一の月に同一の保険医療機関等においては 3,600 円を限度とする。  

(ア ) 法第 71 条第 1 項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準に

より算定した額  

(イ ) 法第 76 条第 2 項第 1 号に規定する「当該療養 (食事療養及び生活療養を

除く。 )につき第 71 条第 1 項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に

関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (そ

の額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した

費用の額 )」  

(ウ ) 法第 77 条第 3 項に規定する「当該療養費 (食事療養及び生活療養を除く。)

について算定した費用の額」  

10 前項第 1 号から第 3 号までに定める一部負担金の額は当該被保険者等負担

額を、前項第 4 号に定める一部負担金の額は高齢者の医療の確保に関する法律

の一部負担金の額を超えることはできない。  

11 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあって

は、附則第 11 項第 2 号から第 4 号までの規定の適用については、それぞれ別

個の保険医療機関等とみなすものとする。この場合において、附則第 11 項の福

祉医療費の額は、現に保険医療機関等に支払った額を超えることができない。  

12 附則第 11 項に規定する一部負担金の額について、災害その他の特別の事

情により支払うことが困難であると市長が認めるときは、当該一部負担金を免

除することができる。この場合において、当該一部負担金の免除を受けようと

する者は、当該特別の事情に該当することを証する書類を添えて市長に申請し

なければならない。  

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 6 月 30 日までの間の乳幼児等の福祉医療費

の特例 )  

13 平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 6 月 30 日までの間における第 2 条第 7

号の規定の適用については、同号中「 12 歳」とあるのは、「 15 歳」とする。  

(平成 22 年 7 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日までの間の乳幼児等、重度障害

者、母子家庭の児童、父子家庭の児童及び遺児の福祉医療費の特例 )  

14 平成 22 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日までの間における第 2 条第 7

号、第 3 条第 1 項第 2 号、第 6 条第 1 項、附則第 4 項及び附則第 11 項の規定

の適用については、第 2 条第 7 号中「 12 歳」とあるのは「 15 歳」と、第 3 条

第 1 項第 2 号中「控除した額とする。ただし、高学年児については、入院療養
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である場合の福祉医療費を支給し、入院以外の療養である場合の福祉医療費は

支給しない」とあるのは「控除した額とする」と、第 6 条第 1 項中「乳幼児、

低学年児」とあるのは「乳幼児等」と、附則第 4 項中「、当分の間」とあるの

は「平成 22 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日までの間における」と、「控除

しない額とする。なお、この場合においては、第 3 条第 1 項ただし書の規定に

かかわらず、重複して資格を有する低学年児及び高学年児は被保険者等負担額

に相当する額を重複しない範囲で重複して福祉医療費の支給を受けることがで

きる」とあるのは「控除しない額とする」と、附則第 11 項各号列記以外の部分

中「低学年児」とあるのは「低学年児、高学年児」と、同項第 2 号中「低学年

児」とあるのは「低学年児及び高学年児」とする。  

15 平成 25 年 7 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日までの間における第 2 条第

7 号、第 3 条第 1 項第 2 号、第 6 条第 1 項及び附則第 4 項の規定の適用につい

ては、第 2 条第 7 号中「 12 歳」とあるのは「 15 歳」と、第 3 条第 1 項第 2 号

中「控除した額とする。ただし、高学年児については、入院療養である場合の

福祉医療費を支給し、入院以外の療養である場合の福祉医療費は支給しない」

とあるのは「控除した額とする」と、第 6 条第 1 項中「乳幼児、低学年児」と

あるのは「乳幼児等」と、附則第 4 項中「当分の間、」とあるのは「平成 25 年

7 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日までの間における」と、「並びに低学年児及

び高学年児の入院に係る福祉医療費」とあるのは「、低学年児及び高学年児の

入院に係る福祉医療費並びに低所得者の低学年児及び高学年児の入院以外の療

養に係る福祉医療費」と、「控除しない額とする。なお、この場合においては、

第 3 条第 1 項ただし書の規定にかかわらず、重複して資格を有する低学年児及

び高学年児は被保険者等負担額に相当する額を重複しない範囲で重複して福祉

医療費の支給を受けることができる」とあるのは「控除しない額とする」とす

る。  

16 重度障害者、母子家庭の児童、父子家庭の児童又は遺児であって 15 歳に

達する日以後の最初の 3 月 31 日を経過していない者 (乳幼児を除く。)について

は、平成 22 年 7 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日までの間における入院に係

る福祉医療費に関しては、第 3 条第 1 項第 3 号イ、同項第 5 号イ及び附則第 11

項第 3 号イの規定に関わらず、一部負担金を控除しない額とする。この場合に

おいて、附則第 5 項の規定は、適用しない。  

(市町村民税の額の算定の特例 )  

17 第 4 条第 2 号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一

部を改正する法律 (平成 22 年法律第 4 号 )第 1 条の規定による改正前の地方税

法第 292 条第 1 項第 8 号に規定する扶養親族 (16 歳未満の者に限る。以下「扶
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養親族」という。 )及び同法第 314 条の 2 第 1 項第 11 号に規定する特定扶養親

族 (19 歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。 )があるときは、同号

に規定する額 (扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの (扶養親族に係

る額に相当するものを除く。 )に限る。 )に同法第 314 条の 3 第 1 項に規定する

所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。  

(助成の特例 )  

18 平成 26 年 7 月 1 日前に 65 歳に達していた者のうち、三木市福祉医療費助

成条例の一部を改正する条例 (平成 26 年三木市条例第 11 号。以下「平成 26 年

改正条例」という。)による改正前の三木市福祉医療費助成条例の規定により高

齢者の福祉医療費の支給の対象となるものについては、平成 26 年改正条例及

び三木市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 (平成 29 年三木市条例第 9

号。以下「平成 29 年改正条例」という。 )による改正後の三木市福祉医療費助

成条例第 3 条第 1 項第 1 号の規定にかかわらず、被保険者等負担額に相当する

額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基

準により算定した額の 100 分の 20(所得を有しない者である場合には、 100 分

の 10)に相当する額 (入院以外の療養である場合であって、その額が 8,000 円を

超えるときは 8,000 円、入院療養である場合であって、その額が 24,600 円を

超えるときは 24,600 円 (所得を有しない者である場合には、15,000 円を超える

ときは 15,000 円 ))を一部負担金として控除した額を支給する。この場合におい

て、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第 84 条

の規定の例により高額療養費に相当する額を支給する。  

19 平成 29 年 7 月 1 日前に 65 歳に達していた者 (前項に規定する者を除く。)

のうち、平成 29 年改正条例による改正前の三木市福祉医療費助成条例の規定

により高齢者の福祉医療費の支給の対象となるものについては、平成 29 年改

正条例による改正後の三木市福祉医療費助成条例第 3 条第 1 項第 1 号の規定に

かかわらず、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法

の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の 100 分の 20

に相当する額 (入院以外の療養である場合であって、その額が 12,000 円を超え

るときは 12,000 円 (所得を有しない者である場合には、 8,000 円を超えるとき

は 8,000 円 )、入院療養である場合であって、その額が 35,400 円を超えるとき

は 35,400 円 (所得を有しない者である場合には、 15,000 円を超えるときは

15,000 円 ))を一部負担金として控除した額を支給する。この場合において、医

療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第 84 条の規定

の例により高額療養費に相当する額を支給する。  

20 前 2 項に規定する一部負担金の額は、当該被保険者等負担金額を超えるこ
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とはできない。  

21 第 3 条第 4 項の規定は、附則第 18 項及び附則第 19 項の規定により高齢者

の福祉医療費を受けることができる者について準用する。  

附  則 (昭和 49 年 6 月 27 日条例第 22 号 )  

この条例は、昭和 49 年 8 月 1 日から施行する。  

附  則 (昭和 50 年 4 月 1 日条例第 5 号 )  

この条例は、規則で定める日から施行する。  

(昭和 50 年 6 月規則第 12 号で、同 50 年 7 月 1 日から施行 )  

附  則 (昭和 54 年 6 月 30 日条例第 19 号 )  

この条例は、昭和 54 年 7 月 1 日から施行する。  

附  則 (昭和 57 年 12 月 21 日条例第 24 号 )  

1 この条例は、昭和 58 年 2 月 1 日 (以下「施行日」という。 )から施行する。

ただし、第 3 条第 3 項の改正規定は、昭和 58 年 7 月 1 日から施行する。  

2 施行日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の第 3 条の規定によ

る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。  

附  則 (昭和 58 年 6 月 25 日条例第 18 号 )  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (昭和 59 年 12 月 24 日条例第 34 号 )  

1 この条例は、昭和 60 年 1 月 1 日から施行する。  

2 改正後の三木市福祉医療費助成条例は、昭和 59 年 10 月 1 日以降に受けた

医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、

なお従前の例による。  

附  則 (昭和 62 年 3 月 30 日条例第 9 号 )  

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 3 条第 1 項の規定は、昭和 62 年

1 月 1 日から適用する。  

附  則 (昭和 63 年 3 月 25 日条例第 5 号 )  

この条例は、精神衛生法の一部を改正する法律 (昭和 62 年法律第 98 号 )の施行

の日 (昭和 63 年 7 月 1 日 )から施行する。  

附  則 (昭和 63 年 6 月 25 日条例第 16 号 )  

この条例は、昭和 63 年 8 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 3 年 6 月 28 日条例第 15 号 )  

1 この条例は、平成 3 年 7 月 1 日から施行する。  

2 改正後の三木市福祉医療費助成条例第 2 条第 5 号の規定は、平成 3 年 4 月

1 日以降に受けた医療に係る母子家庭医療費の助成について適用する。  

附  則 (平成 4 年 3 月 30 日条例第 13 号 )  
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1 この条例は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。  

2 第 3 条の規定による改正後の三木市福祉医療費助成条例第 3 条第 1 項中「第

28 条」を「第 28 条及び第 28 条の 2」に改める規定は、平成 4 年 1 月 1 日以後

に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。  

附  則 (平成 4 年 6 月 29 日条例第 29 号 )  

1 この条例は、平成 4 年 7 月 1 日から施行する。  

2 改正後の三木市福祉医療費助成条例の規定は、平成 4 年 7 月 1 日以後に受

けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給につい

ては、なお従前の例による。  

附  則 (平成 5 年 6 月 30 日条例第 21 号 )  

1 この条例は、公布の日から施行し、平成 5 年 4 月 1 日から適用する。  

2 改正後の三木市福祉医療費助成条例の規定は、平成 5 年 4 月 1 日以後に受

けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給につい

ては、なお従前の例による。  

附  則 (平成 6 年 3 月 30 日条例第 6 号 )  

1 この条例は、平成 6 年 7 月 1 日から施行する。  

2 改正後の三木市福祉医療費助成条例は、平成 6 年 7 月 1 日以降に受けた医

療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、

なお従前の例による。  

附  則 (平成 6 年 9 月 30 日条例第 14 号 )  

この条例は、平成 6 年 10 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 7 年 9 月 29 日条例第 19 号 )  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成 9 年 10 月 1 日条例第 31 号 )  

(施行期日等 )  

1 この条例は、公布の日から施行する。  

2 改正後の第 3 条の規定は、平成 9 年 9 月 1 日以後に行われた診療、薬剤の

支給又は手当 (以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同

日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。  

附  則 (平成 11 年 3 月 30 日条例第 7 号 )  

この条例は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 11 年 6 月 23 日条例第 22 号 )  

この条例は、平成 11 年 7 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 12 年 3 月 29 日条例第 12 号抄 )  

(施行期日 )  



1 この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 12 年 3 月 29 日条例第 13 号抄 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 13 年 3 月 29 日条例第 7 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。  

(適用区分 )  

2 改正後の三木市福祉医療費助成条例の規定は、平成 13 年 1 月 1 日以後に受

けた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る

福祉医療費の支給ついては、なお従前の例による。  

附  則 (平成 13 年 6 月 27 日条例第 19 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 13 年 7 月 1 日 (以下「施行日」という。 )から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給及び

所得による支給制限については、なお従前の例による。  

3 改正後の三木市福祉医療費助成条例 (以下「新条例」という。)第 3 条第 1 項

第 2 号イ本文の規定にかかわらず、平成 10 年 7 月 1 日から平成 13 年 6 月 30

日までの間に出生の乳幼児に関しては満 3 歳の誕生日の属する月の末日まで乳

幼児に係る一部負担金を控除しないものとする。  

4 新条例第 4 条第 1 号の規定にかかわらず、平成 13 年 7 月 1 日から平成 15

年 6 月 30 日までの間に係る高齢者の福祉医療費については、高齢者の当該年

度分の市民税 (4 月から 6 月までの間に受けた医療に係る福祉医療費について

は、前年度分の市民税とする。)が課されているときかつ前年の所得 (1 月から 6

月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)

について算定した地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号 )第 292 条第 1 項第 13 号に

規定する合計所得金額が 145 万円を超えるときは、これを支給しない。  

附  則 (平成 14 年 3 月 29 日条例第 18 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 14 年 7 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、

なお従前の例による。  

(支給の特例 )  



3 平成 8 年 4 月 2 日から同年 4 月 30 日までの間に生まれた者に係る平成 14

年 5 月 1 日から同年 6 月 30 日までの間に受けた医療及び平成 8 年 5 月 1 日か

ら同年 5 月 31 日までの間に生まれた者に係る平成 14 年 6 月 1 日から同年 6 月

30 日までの間に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、三木市福祉医

療費助成条例第 3 条及び第 4 条の規定により支給する。  

附  則 (平成 14 年 9 月 30 日条例第 31 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 14 年 10 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 平成 14 年 10 月 1 日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」「福祉

医療費の支給」については、なお従前の例による。  

3 平成 14 年 10 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間における改正後の第 3 条

第 1 項第 1 号アの適用については、同号ア本文中「法第 28 条の規定により」

とあるのは「法第 28 条第 1 項第 1 号に規定する割合を適用して」と読み替え

て適用するものとする。  

附  則 (平成 15 年 3 月 31 日条例第 7 号 )  

この条例は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 17 年 3 月 30 日条例第 14 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 17 年 7 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給及び

所得による支給制限については、なお従前の例による。  

附  則 (平成 17 年 9 月 27 日条例第 61 号 )  

この条例は、平成 17 年 10 月 24 日から施行する。  

附  則 (平成 18 年 3 月 29 日条例第 14 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 18 年 7 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行日前に行われた医療の給付に関する「所得による支給制限」

については、なお従前の例による。  

附  則 (平成 18 年 6 月 29 日条例第 30 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 19 年 1 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  



2 この条例の施行日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給につ

いては、なお従前の例による。  

附  則 (平成 18 年 9 月 29 日条例第 38 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給に

ついては、なお従前の例による。  

附  則 (平成 19 年 3 月 30 日条例第 11 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給に

ついては、なお従前の例による。  

附  則 (平成 20 年 3 月 31 日条例第 13 号 )  

この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 21 年 3 月 31 日条例第 11 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 21 年 7 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療の支給については、

なお従前の例による。  

附  則 (平成 21 年 12 月 25 日条例第 30 号 )  

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市福祉医療費助成条例 (以下「改

正後の条例」という。 )の規定は、平成 20 年 4 月 1 日以後に生じた改正後の条

例第 2 条第 24 号に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金に

ついて適用する。  

附  則 (平成 22 年 3 月 31 日条例第 11 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給について

は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 24 年 3 月 30 日条例第 12 号 )  

(施行期日 )  



1 この条例は、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給について

は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 25 年 3 月 29 日条例第 11 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給について

は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 26 年 3 月 31 日条例第 11 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 26 年 7 月 1 日から施行する。ただし、第 4 条第 2 号の改

正規定は、平成 27 年 1 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給について

は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 27 年 3 月 31 日条例第 10 号 )  

(施行期日等 )  

1 この条例は、公布の日から施行する。  

2 第 1 条の規定による改正後の三木市福祉事務所設置条例の規定及び第 2 条

の規定による改正後の三木市福祉医療費助成条例の規定は平成 26 年 10 月 1 日

から、第 3 条の規定による改正後の三木市消防団員等公務災害補償条例の規定

は平成 26 年 12 月 1 日から適用する。  

附  則 (平成 27 年 3 月 31 日条例第 17 号 )  

この条例は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 27 年 9 月 28 日条例第 30 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 28 年 1 月 1 日 (以下「施行日」という。 )から施行する。

ただし、附則第 16 項の前の見出しの改正規定並びに附則第 17 項及び附則第 18

項の改正規定 (「平成 29 年 6 月 30 日」を「平成 27 年 12 月 31 日」に改める部

分に限る。 )は、公布の日から施行する。  

(経過措置 )  

2 施行日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前

の例による。  



附  則 (平成 29 年 3 月 27 日条例第 9 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、平成 29 年 7 月 1 日から施行する。  

(経過措置 )  

2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給について

は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 30 年 9 月 27 日条例第 24 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、公布の日から施行し、平成 30 年 7 月 1 日から適用する。  

(経過措置 )  

2 平成 30 年 7 月 1 日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給について

は、なお従前の例による。  

附  則 (平成 30 年 12 月 21 日条例第 29 号 )  

(施行期日 )  

1 この条例は、公布の日から施行し、平成 30 年 9 月 1 日から適用する。  

(経過措置 )  

2 平成 30 年 9 月 1 日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給について

は、なお従前の例による。  

 


